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感染は､ 対象者の生命の危険に関わることで
あり､ 感染管理は看護実践の重要な課題である｡
病院においての感染管理は､ 施設内の多くの職
種が協働して取り組む活動として､ 基本的な医
療安全管理体制の一つに数えられる｡ 現在､ 感
染症を取り巻く状況の厳しさから ｢新型インフ
ルエンザ対策行動計画策定 (2005)｣ ｢感染症法
の改正 (2006)｣ ｢結核予防法の感染症法への統
合 (2009)｣ 等､ 国として様々な感染症対策が
実施されており１)､ 年々､ 新たな情報が追加・
更新される感染症対策において､ 感染管理に対
する看護者の意識・行動も更新されることが求
められている｡ 感染管理における看護実践では､
基本的知識・情報の理解と適切な感染防止対策
の実施に加え､ 人権に関与することであること
を十分理解して､ 倫理的判断に基づいたケアが

求められる｡
サラＴ. フライらは､ 看護実践上の倫理的概

念としてアドボカシー､ 責務と責任､ 協力､ ケ
アリングを挙げている｡ 看護者のアドボカシー
とは ｢看護師が患者のニーズ・関心・選択を話
せるよう援助する｣ ことや ｢患者の人間として
の基本的特性 (尊厳､ プライバシー､ 福利) を
尊重する｣ こと､ 責務と責任は ｢看護師は自分
がどのように 『健康の増進』 『疾病の予防』 『健
康の回復』 『苦痛の緩和』 についての責任を遂
行したかということを説明する責務を負う｣ こ
と､ 協力とは､ ｢専門職として共働者の価値や
目標を共有する｣ こと､ ケアリングとは､ ｢看
護師の役割の基本的なもので､ 関わりにおいて
は知識や技術だけでなく患者のためにそこにい
る､ 患者を尊重する､ 患者のために患者と共に
感じ､ 患者と緊密になる｣ ことであると述べて
いる６)｡ 感染管理の実践においても､ これらの
倫理的概念は重要であることは明白である｡
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感染管理における看護師の捉えと実践はどのようなものであるかを明らかにすること､ それによって実践上の倫理的
課題を見いだし､ 倫理的判断を基盤にした感染管理のための実践を促進できる教育プログラムとガイドラインの開発へ
の示唆を得ることを目的に実態調査した｡ 2004年２月～３月に580名の看護者に調査票を配布し499名 (回収率86.0％)
の回答が得られた｡ 看護者の87.6％が ｢感染はどのような状況でもおこしてはならない｣ と回答したが､ 省略する手技
があると回答する看護者も58.5％に上った｡ また､ 感染管理における実践の中で､ 看護師は専門職としての責任を担っ
ていると回答し､ 対象者のプライバシーや尊厳を守ることの重要性については意識しているが､ アドボカシーの側面で
は十分とは言えないことが明らかになった｡
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感染管理における看護師の捉えと実践はどの
ようなものであるかを明らかにし､ 実践上の倫
理的課題を見いだすことによって､ 倫理的判断
を基盤とした看護実践を促進するための教育プ
ログラムやガイドライン開発への示唆を得る｡
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１. 用語の定義
本研究では ｢感染管理｣ を日常的な ｢臨床に

おける感染予防｣ をマネジメントするという視
点で用いた｡ 研究の目的としては､ 広義の感染
管理を念頭におき､ 集団やシステムとしての観
点を前提として踏まえつつも､ 研究の課題とし
て焦点化するにあたり､ 看護者の倫理的判断を
問う際には､ 看護者の日々の具体的な活動であ
る感染予防に焦点化して問うこととした｡ 従っ
て ｢感染管理｣ の用語の定義を､ 本研究におい
ては､ ｢感染をコントロールすることを目的に､
その職場環境やシステムの中で感染予防策を実
践する看護師の活動｣ とした｡
また､ 感染管理において特に倫理的な配慮が

求められる ｢患者配置｣ の現象として ｢隔離｣
を取り上げて調査をしたいと考え､ ｢患者配置｣
を ｢感染管理において適切な防護を実施するた
めに､ 感染者を他者から隔離する (個室への移
動なども含む) あるいは､ 易感染者を他者から
隔離すること｣ と定義した｡

２. 感染管理の実践と看護倫理の原則を踏まえ
ての調査の枠組み
感染管理・感染予防における看護実践の目的

は､ 感染源および感染経路を遮断することであ
り､ それによって易感染者を感染させないこと､
感染者から非感染者を守ることである｡ そのた
めの感染管理の実践において､ どのような看護
倫理の原則を適用することが求められるかにつ
いて､ 文献および研究者の話し合いから整理し
た｡
感染管理における看護の実践項目である日常

の感染予防策を質問項目にするために､ 予防策
の具体的な行動について､ 感染管理に関するガ

イドブック (日本看護協会2001)､ ２つの病院
の感染管理のためのマニュアル､ ２つの大学の
基礎看護技術のテキストから目的・内容を抽出
し､ カテゴリー化した｡ その結果､ 感染管理に
おける看護実践の目的は､ 感染をコントロール
すること､ すなわち ｢感染源・感染経路を遮断
すること､ 感染をさせない (易感染者を守る)
こと､ 感染者から非感染者を守ること｣ であり､
実践内容として ｢適切な手技：手洗い､ 清潔操
作､ 手順 (優先度)､ 廃棄方法など｣ ｢適切な防
護：患者配置 (隔離)｣ があり､ ｢適切な防護｣
のために ｢適切な説明｣ ｢信頼関係の形成・個
別性の配慮｣ が必要とされるものと考えられた｡
そして､ これらの実践は組織として実施されて
おり､ ｢職場施設の環境やシステム｣ が関わっ
ている｡ ｢職場施設の環境｣ としては感染管理
に必要な ｢設備・空調・器材｣ といったハード
面と ｢組織活動・教育・忙しさ・意識｣ といっ
たソフト面が含まれる｡
感染管理における看護実践の目的や実践内容

は､ それぞれ倫理的な原則を基盤にして､ 取り
組むことが求められる｡ 例えば､ ｢適切な手技｣
を実践する際には､ 患者の ｢尊厳及び権利を尊
重｣ し､ ｢平等の原則｣ ｢善行の原則｣ ｢正義の
原則｣ や ｢看護について個人として責任を持つ
(自己責任) こと｣ という原則を求められる｡
｢適切な防護｣ として患者配置 (隔離) を実践
する際には､ ｢平等の原則｣ ｢善行の原則｣ ｢正
義の原則｣ や ｢看護について個人として責任を
持つ (自己責任) こと｣ に加え､ ｢自己決定の
尊重｣ ｢守秘義務｣ ｢アドボカシー｣ の原則も求
められる｡ また､ 感染管理は職場システムのな
かで組織的に行われるものであるために､ 実践
では ｢協働｣ といったケアの倫理も重要である｡
このように感染管理における看護の目的・実

践内容は倫理的な原則を基盤として取り組むこ
とが求められるため､ 看護実践の倫理と関連し
あっている｡ (図１)
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１. ｢感染管理における看護倫理｣ についての
調査票の概要
調査票は倫理原則を基盤に､ 感染管理をどの
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ように捉えているか､ またどのように実践を行っ
ているかについて質問を行った｡ 内容は､ ①感
染管理についての基本的な姿勢：２項目､ ②感
染している対象者への関わり方についての意識：
８項目､ ③感染管理における看護者としての責
任についての意識：８項目､ ④適切な感染管理
に必要な条件についての意識：９項目､ ⑤適切
な手技・防護の実施：９項目､ ⑥適切な手技・
防護の省略とその理由：12項目､ ⑦患者配置
(隔離) をするときに重視する事柄：８項目､
⑧患者配置 (隔離) の､ 患者の要望への考慮：
⑧患者配置 (隔離) をするときに意識する法律・
倫理原則：10項目であった｡ ①⑤⑥⑧は具体的
な内容を示し､ ｢はい｣ ｢いいえ｣ で回答を求め
た｡ ②は ｢非常に意識する｣ ｢少し意識する｣
｢あまり意識しない｣ ｢全く意識しない｣､ ⑦は､
｢非常に重視する｣ ｢少し重視する｣ ｢あまり重
視しない｣ ｢全く重視しない｣､ ③④は ｢非常に
そう思う｣ ｢少しそう思う｣ ｢あまりそう思わな
い｣ ｢全くそう思わない｣ の４段階評価で回答
を求めた｡
対象者の属性は､ 年齢・感染病床の有無・倫

理に関する研修等の経験の有無について回答を
求めた｡

２. 調査方法
調査は､ 上述した調査票を用いた実態調査で

行った｡ 対象は100床以上の総合病院とし､ 研
究者のネットワークによってアクセス可能な病
院とした｡ 対象となった病院の看護部長に電話
で内容を説明し､ 承諾の得られた病院に説明文
書と共に30～50部のアンケートを送付して､ 任
意の病棟・看護師に配布していただくよう依頼
した｡ 個々のアンケートには返送用の封筒を添
付し､ 回答は直接研究者に送付してもらうこと
とした｡

３. 分析方法
調査項目については､ 統計ソフトSPSS13.0を

用い分析した｡ 全項目について記述統計量を算
出した後､ カイ２乗検定により項目間の関連を
検討した｡ 年齢・経験年数は平均値と標準偏差
を求めた｡

高知女子大学看護学会誌第36巻第１号 (2011)

― 55 ―

�� �����	
�����������



４. 倫理的配慮
研究実施に当たり､ 病院管理者には看護部長

を通して文書による依頼を行った｡ また､ 対象
者に文書で依頼を行った｡ 調査協力依頼文書に
は､ 研究目的・意義・研究協力の任意性・匿名
性の保持・結果の公表について明記し､ 調査票
の返送をもって研究協力への承諾とみなした｡
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１. 対象者の概要
2004年２月～３月に､ 全国16病院の病棟で働

く580名の病棟看護師にアンケート用紙を配布
し､ 499名 (回収率86.0％) からの回答が得ら
れた｡ 対象者の平均年齢は36.33歳 (SD＝9.19)
で､ 平均経験年数は13.77年 (SD＝8.68) であっ
た｡
勤務している部署に､ 結核・AIDSなどの感染

者を対象にした病床があると回答したのは67名
(13.4％) であった｡ ｢あなたは今までに倫理､
看護倫理､ 医療倫理､ 生命倫理など倫理に関連
した研修､ 講習､ 教育を受けたことがあります
か？｣ との問いに対して､ ｢ある｣ と答えたの
は237名 (47.5％)､ ｢ない｣ と答えたのは254名
(50.9％) であった｡

２. 質問項目の内的整合性について
調査項目ごとにCronbachアルファを算出した｡

②感染している対象者への関わり方についての
意識８項目：α＝0.80､ ③感染管理における看
護者としての責任についての意識８項目：α＝
0.72､ ④適切な感染管理に必要な条件について
の意識９項目：α＝0.79､ ⑤適切な手技・防護
の実施：９項目：α＝0.38､ ⑥適切な手技・防
護の省略とその理由12項目：α＝0.76､ ⑦患者
配置 (隔離) をするときに重視する事柄８項目：
α＝0.84､ ⑧患者配置 (隔離) の､ 患者の要望
への考慮10項目：α＝0.78､ ⑧患者配置 (隔離)
をするときに意識する法律・倫理原則10項目：
0.66であった｡

３. 感染管理に対する看護者の捉え
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感染管理に対する基本的な姿勢について､

｢どのような状況においても､ 感染をおこして
はならない｣ という問いに対し､ 437名 (87.6
％) の対象者が､ ｢はい｣ と回答した｡ 一方
｢感染してもしかたのない状況もある｣ に対し
ても230名 (46.1％) の対象者が ｢はい｣ と回
答した｡ ｢どのような状況においても､ 感染を
おこしてはならない｣ に ｢はい｣ と回答しなが
ら同時に ｢感染してもしかたのない状況もある｣
にも ｢はい｣ と回答した者は175名 (35.1％)
であった｡
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感染者と関わる時､ 感染管理のために意識し
ている事柄として ｢非常に意識する｣ ｢少し意
識する｣ と回答した者の多かった項目は､ ｢感
染者から情報収集するとき､ 個人の尊厳・プラ
イバシーを守る｣ 490名 (98.2％)､ ｢感染者か
ら収集した個人情報を他者と共有する時､ プラ
イバシーを守る｣ 486名 (97.4％)､ ｢家族に説
明するとき､ 感染者のプライバシーを守る｣ 476
名 (95.4％)､ ｢感染者や家族に説明する時､ 感
染者の尊厳を守る｣ 473名 (94.8％) であり､
感染者の尊厳・プライバシーを守ることに関し
ての意識が高かった｡ また､ ｢感染者をケアす
るとき､ 汚染されたものとして接することのな
いようにする｣ 462名 (92.6％) と対象者の心
情を思いやった関わり方を意識している割合も
高かった｡ ついで､ ｢院内感染が考えられる場
合､ 支障のある情報は制限して感染者・家族に
伝える｣ 432名 (86.6％)､ ｢感染者の血液・体
液の付着した物品を片づける時､ 感染者のプラ
イバシー・尊厳を守る｣ 429名 (86.0％)､ ｢院
内感染が考えられる場合､ 全ての情報を感染者・
家族に伝える｣ 412名 (82.6％) と続いていた
[表１]｡
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｢患者配置や周囲の環境を整え､ 感染を予防
する責任｣､ ｢看護者自身が感染源・感染媒体と
ならないように自己管理する責任｣ 499名 (100.0
％)､ ｢適切な手技や操作によって感染を予防す
る責任｣ 498名 (99.8％)､ ｢治療的環境､ 援助
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関係を良好に保ち続ける責任｣ 494名 (99.0％)､
｢患者の安楽を最大限に考慮し､安楽を保証する
責任｣ 493名 (98.7％)､ ｢隔離中の患者に対し､
病状のみならず､ 心理的状態､ 日常生活､ 隔離
の効果､ 隔離がもたらす悪影響などのモニタリ
ングを行う責任｣ 490名 (98.2％) と､ いずれ
の項目についても､ 看護者は専門職としての責
任を担っていると考えている回答が多かった｡
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適切な感染管理をするために必要な条件は何
かの問いに対して､ ｢非常にそう思う｣ の回答
が多かったのは､ ｢医師などの共働者との協力・
連携体制の確立｣ 406名 (81.4％)､ ｢医師など
の共働者の意識改革｣ 406名 (81.4％)､ ｢看護

職者の意識改革｣ 376名 (75.4％)､ ｢看護職者
の専門職としての能力の獲得｣ 357名 (71.5％)､
｢現行の感染予防方法の評価システム｣ 341名
(68.3％)､ ｢病院における看護教育体制の整備｣
341名 (68.3％) であり､ ｢看護職者の適正配置｣
｢病院方針の確立｣ ｢病院の理念の確立｣ と続い
ていた[表２]｡

４. 感染管理の実践
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実践の中で行っている感染管理のための手技・
防護として最も実施度が高かったものは､ ｢鋭
利器材の扱いには常に注意し､ 安全に廃棄する｣
で494名 (99.0％) の対象者が実施しており､
次いで実施度が高かったものは ｢検体の取り扱
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非常に
意識する

少し
意識する

あまり
意識しない

全く
意識しない 無回答

感染者から情報収集するとき､ 個人の尊厳・
プライバシーを守る 310(62.1) 180(36.1) 9(1.8) 0 0

感染者から収集した個人情報を他者と共有
する時､ プライバシーを守る 322(64.5) 164(32.9) 12( 2.4) 0 1(0.2)

家族に説明するとき､ 感染者のプライバシー
を守る 298(59.7) 178(35.7) 20( 4.0) 0 3(0.6)

感染者や家族に説明する時､ 感染者の尊厳
を守る 334(66.9) 139(27.9) 16( 3.2) 0 10(2.0)

感染者をケアするとき､ 汚染されたものと
して接することのないようにする 279(55.9) 183(36.7) 28( 5.6) 4(0.8) 5(1.0)

院内感染が考えられる場合､ 支障のある情
報は制限して感染者・家族に伝える 163(32.7) 269(53.9) 50(10.0) 3(0.6) 14(2.8)

感染者の血液・体液の付着した物品を片づけ
る時､ 感染者のプライバシー・尊厳を守る 208(41.7) 221(44.3) 66(13.2) 1(0.2) 3(0.6)

院内感染が考えられる場合､ 全ての情報を
感染者・家族に伝える 125(25.1) 287(57.5) 70(14.0) 1(0.2) 16(3.2)

非常に
そう思う

少し
そう思う

あまり
そう思わない

全く
そう思わない 無回答

医師などの共働者との協力・連携体制の確立 406(81.4) 84(16.8) 4(0.8) 0 5(1.0)
医師などの共働者の意識改革 406(81.4) 80(16.0) 7(1.4) 1(0.2) 5(1.0)
看護職者の意識改革 376(75.4) 104(20.8) 12(2.4) 1(0.2) 6(1.2)
看護職者の専門職としての能力の獲得 357(71.5) 129(25.9) 7(1.4) 0 6(1.2)
現行の感染予防方法の評価システム 341(68.3) 137(27.5) 13(2.6) 0 8(1.6)
病院における看護教育体制の整備 341(68.3) 130(26.1) 20(4.0) 0 8(1.6)
看護職者の適正配置 271(54.3) 150(30.1) 67(13.4) 2(0.4) 9(1.8)
病院方針の確立 252(50.5) 169(33.9) 62(12.4) 8(1.6) 8(1.6)
病院の理念の確立 210(42.1) 184(36.9) 88(17.6) 8(1.6) 9(1.8)
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いに注意し､ 安全に処理する｣ 491名 (98.4％)､
その次に高かったものは､ ｢手袋着用の有無に
かかわらず､ 血液・体液・分泌物・汚物にふれ
た際は手洗いする｣ ｢器材の消毒と滅菌につい
て確認し､ 安全な器材を用いる｣ 489名 (98.0
％) であり､ これらの項目の実施は､ 感染管理
の手技・防護として対象者の背景に関わらず浸
透しているといえる｡ それ以降は､ ｢防護用具
を外すとき汚染面を素手でふれないよう注意す
る｣ 459名 (92.0％)､ ｢防護用具 (手袋・マス
ク・アイプロテクション・ガウン他) を着用す
る｣ 414名 (83.0％)､ ｢患者と接触する前には
必ず手を洗う｣ 333名 (66.7％)､ ｢同一患者に
対しても各処置ごとに手洗いする｣ 284名 (56.9
％) であった[表３]｡
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｢感染管理のための手技・防護を省略する場
合がありますか ｣ との問いに対しては､ ｢はい｣
と回答した対象者が､ 292名 (58.5％)､ ｢いい
え｣ と回答した対象者は199名 (39.9％) であっ
た｡

感染管理のための手技・防護を省略する場合､
その理由について多かったものは､ ｢煩雑な仕
事の中で､ 感染予防策に割く時間が十分ないか
ら｣ 171名 (34.3％) であった｡ 次いで､ ｢緊急
に対応しなければならない患者がそばにいるの
に､ 手洗い (擦り込み式含む) が遠くにあるか
ら｣ 166名 (33.3％)､ ｢患者の粘膜・開放創・
ライン接続部には直接触れないから｣ 141名
(28.3％) といった理由が挙げられた｡ 以降は､
｢感染予防のために本当に必要な手技かどうか
疑問に思うから｣ 73名 (14.6％)､ ｢擦り込み式
や手洗いを一手技ごとに励行すると手が荒れて
しまうから｣ 35名 (7.0％)､ ｢手洗いに時間が
かかるから｣ 30名 (6.0％)､ ｢感染管理の院内
マニュアルに含まれていないから｣ 26名 (5.2
％)､ ｢微粒子用マスクは呼吸が苦しくなり､ コ
ミュニケーションも取りにくいから｣ 24名 (4.8
％)､ ｢病棟全体で (省略する) 習慣になってい
るから｣ 19名 (3.8％)､ ｢ディスポーザブル製
品交換のコストがかかりすぎるから｣ 17名 (3.4
％)､ ｢患者の白血球・好中球が十分に高い数値
だから｣ ９名 (1.8％) と続いていた[表４]｡
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はい いいえ 無回答 はい いいえ

鋭利器材の扱いには常に注意
し､ 安全に廃棄する

494
(99.0)

1
(0.2)

4
(0.8)

煩雑な仕事の中で､ 感染予防策に割
く時間が十分ないから

171
(34.3)

328
(65.7)

緊急に対応しなければならない患者
がそばにいるのに､ 手洗い (擦り込
み式含む) が遠くにあるから

166
(33.3)

333
(66.7)

検体の取り扱いに注意し､ 安
全に処理する

491
(98.4)

5
(1.0)

3
(0.6)

患者の粘膜・開放創・ライン接続部
には直接触れないから

141
(28.3)

358
(71.7)

手袋着用の有無にかかわらず､
血液・体液・分泌物・汚物に
ふれた際は手洗いする

489
(98.0)

7
(1.4)

3
(0.6)

感染予防のために本当に必要な手技
かどうか疑問に思うから

73
(14.6)

426
(85.4)器材の消毒と滅菌について確

認し､ 安全な器材を用いる
489
(98.0)

6
(1.2)

4
(0.8) 擦り込み式や手洗いを一手技ごとに

励行すると手が荒れてしまうから
35
(7.0)

464
(93.0)

防護用具を外すとき汚染面を
素手でふれないよう注意する

459
(92.0)

35
(7.0)

5
(1.0) 手洗いに時間がかかるから 30

(6.0)
469
(94.0)

防護用具 (手袋・マスク・ア
イプロテクション・ガウン他)
を着用する

414
(83.0)

80
(16.0)

5
(1.0)

感染管理の院内マニュアルに含まれ
ていないから

26
(5.2)

473
(94.8)

微粒子用マスクは呼吸が苦しくなり､
コミュニケーションも取りにくいから

24
(4.8)

475
(95.2)患者と接触する前には必ず手

を洗う
333
(66.7)

161
(32.3)

5
(1.0)

病棟全体で (省略する) 習慣になっ
ているから

19
(3.8)

480
(96.2)同一患者に対しても各処置ご

とに手洗いする
284
(56.9)

208
(41.7)

7
(1.4) ディスポーザブル製品交換のコスト

がかかりすぎるから
17
(3.4)

482
(96.6)周囲環境を汚染する危険の高い

患者､ あるいは影響される危険
の高い患者を個室に配置する

28
(5.6)

453
(90.8)

18
(3.6) 患者の白血球・好中球が十分に高い

数値だから
9
(1.8)

490
(98.2)
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感染防止のために患者配置 (隔離) をする時
に重視している事柄として ｢非常に重視する｣
｢少し重視する｣ と回答した者は､ ｢患者および
家族が理解できるように説明すること｣ 487名
(97.6％)､ ｢患者にとって効果的な方法を実行
すること｣ 485名 (97.1％)､ ｢患者の感染に関
する情報を他者にもらさないこと｣ 484名 (96.9
％)､ ｢患者にとって最善の方法を活用すること｣
｢患者の苦痛やストレスを最小限にすること｣
480名 (96.2％)､ ｢患者の安楽と感染の危険性
のバランスを保つこと｣ ｢患者の尊厳を守るこ
と｣ 477名 (95.6％)､ ｢可能な限り患者の ｢自
律｣ ｢自己決定｣ を尊重すること｣ 445名 (89.2
％) であり､ いずれの項目についても重視して
いるとする回答が多かった｡
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感染防止のための患者配置 (隔離) をしてい
るときに､ ｢非常に考慮する｣ ｢少しは考慮する｣
と回答した者は､ ｢周囲の患者に感染に関する
情報を伝えないでほしいという要望｣ 458名

(91.7％) であり､ ｢消灯後もテレビをみていた
いという要望 (個室の場合)｣ 427名 (85.6％)､
｢面会者に感染に関する情報を伝えないでほし
いという要望｣ 426名 (85.4％)､ ｢消灯後も電
気をつけ仕事をしていたいという要望 (個室の
場合)｣ 408名 (81.8％)､ ｢自分のペースに合わ
せて検温やケア時間をずらしてほしいという要
望｣ 407名 (81.6％)､ ｢やむをえない用事や仕
事のための外出の要望｣ 401名 (80.3％)､ ｢家
族に感染に関する情報を伝えないでほしいとい
う要望｣ 372名 (74.5％)､ ｢気分転換のための
外出の要望｣ 361名 (72.3％)､ ｢仕事の連絡の
ため携帯電話を病室で使用したいという要望｣
294名 (58.9％)､ ｢喫煙のため喫煙所にいきた
いという要望｣ 233名 (46.7％) と続いていた
[表５]｡
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患者配置 (隔離) を行う時に法律や倫理原則
を意識しているか否かを問う項目では､ 対象者
の半数以上が意識しているものは ｢感染症法｣
320名 (64.1％)､ ｢結核予防法 (調査実施時の

高知女子大学看護学会誌第36巻第１号 (2011)
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非常に
考慮する

少し
考慮する

あまり
考慮しない

全く
考慮しない 無回答

周囲の患者に感染に関する情報を伝えない
でほしいという要望 336(67.3) 122(24.4) 15(3.0) 4(0.8) 22(4.4)

消灯後もテレビをみていたいという要望
(個室の場合) 185(37.1) 242(48.5) 36(7.2) 11(2.2) 25(5.0)

面会者に感染に関する情報を伝えないでほ
しいという要望 268(53.7) 158(31.7) 33(6.6) 11(2.2) 29(5.8)

消灯後も電気をつけ仕事をしていたいとい
う要望 (個室の場合) 158(31.7) 250(50.1) 49(9.8) 12(2.4) 30(6.0)

自分のペースに合わせて検温やケア時間を
ずらしてほしいという要望 139(27.9) 268(53.7) 63(12.6) 5(1.0) 24(4.8)

やむをえない用事や仕事のための外出の要望 118(23.6) 283(56.7) 49(9.8) 21(4.2) 28(5.6)

家族に感染に関する情報を伝えないでほし
いという要望 108(21.6) 264(52.9) 83(16.6) 18(3.6) 26(5.2)

気分転換のための外出の要望 91(18.2) 270(54.1) 82(16.4) 30(6.0) 26(5.2)

仕事の連絡のため携帯電話を病室で使用し
たいという要望 83(16.6) 211(42.3) 117(23.4) 62(12.4) 26(5.2)

喫煙のため喫煙所にいきたいという要望 30(6.0) 203(40.7) 157(31.5) 78(15.6) 31(6.2)



名称)｣ 315名 (63.1％) の２項目のみであった｡
ついで､ ｢看護師の倫理綱領｣ 192名 (38.5％)､
｢患者の権利宣言｣ 155名 (31.1％)､ ｢医療法｣
118名 (23.6％)､ ｢倫理原則｣ 98名 (19.6％)､
｢労働安全衛生法｣ 81名 (16.2％) と続いた｡
｢リスボン宣言｣ 32名 (6.4％)､ ｢日本国憲法｣
27名 (5.4％)､ ｢児童 (子ども) の権利条約｣
20名 (4.0％) については意識しているという
回答の割合が低かった｡ また､ 対象者の多くは
複数の法律や倫理原則を意識していると回答し
ていたが､ 一方､ それぞれの法律や倫理原則を
意識しているかという問いのすべてが ｢いいえ｣
であった対象者も61名 (12.2％) いた｡

５. ｢感染管理に関する基本的な姿勢｣ と看護
者の属性の関連
看護者の年齢を20歳代 (145名)､ 30歳代 (156

名)､ 40歳代以上 (167名) の３群に分けて (無
回答除く) Pearsonのカイ２乗検定による比較
した結果 ｢感染をおこしてもしかたのない状況
もある｣ と回答した割合は､ 40歳代以上 (95名,
56.9％) が最も高く､ ついで30歳代 (74名,
47.4％)､ 20歳代 (61名, 42.1％) であった
(χ０2＝7.09, p＜0.05) [表６]｡
勤務している部署に感染者を対象にした病床

があると回答した看護者は､ ｢どのような状況
においても､ 感染を起こしてはならない｣ とい
う問いに ｢はい｣ と回答する割合が有意に高かっ
た (χ０2＝8.19, p＜0.05) [表７]｡
倫理､ 看護倫理､ 医療倫理､ 生命倫理など倫

理に関連した研修､ 講習､ 教育を受けた経験の
有無と基本的な姿勢における差はみられなかっ
た｡

６. ｢感染管理に関する基本的な姿勢｣ と ｢手
技・防護｣ の省略の関連
｢感染してもしかたのない状況もある｣ とい

う問いの有無と ｢あなたは感染管理のための手
技・防護を省略する場合がありますか｣ という
問いの有無の関連を､ カイ２乗検定 (Fisher直
接法) を用いて検定した結果 ｢感染してもしか
たのない状況もある｣ に ｢はい｣ と回答した者
は､ 有意に ｢手技・防護を省略する場合がある｣
と回答していた (χ０2＝15.51, p＜0.01) [表８]｡

また､ 感染管理のための手技・防護を省略す
る理由との関連では､ ｢患者の粘膜・開放創・
ライン接続部には直接触れないから｣ (χ０

2＝
6.83, p＜0.05)､ ｢煩雑な仕事の中で､ 感染予
防策に割く時間が十分ないから｣ (χ０

2＝5.20,
p＜0.05)､ ｢微粒子用マスクは呼吸が苦しくな
り､ コミュニケーションも取りにくいから｣
(χ０

2＝4.37, p＜0.05)､ ｢感染管理の院内マニュ
アルに含まれていないから｣ (χ０

2＝4.10, p＜
0.05)､ ｢感染予防のために本当に必要な手技か
どうか疑問に思うから｣ (χ０

2＝4.00, p＜0.05)､
｢擦り込み式や手洗いを一手技ごとに励行する
と手が荒れてしまうから｣ (χ2＝3.49, p＜0.05)
の項目において､ ｢しかたのない状況もある｣
と回答した者は､ 省略する理由を肯定する割合
が有意に高かった [表９]｡
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感染をおこしても
仕方ない状況もある χ０

2値注１) ｐ値注２)

は い いいえ
20歳代 61 84

7.09 .029＊注３)30歳代 74 82
40歳代以上 95 72

注１) Pearsonのカイ２乗検定による 注２) 漸近有意確率 (両側)
注３)＊統計的に有意な差 (危険率５％水準)

どのような状況においても､
感染を起こしてはならない χ０

2値注１) ｐ値注２)

は い いいえ
感染病棟
あり 55 7

8.19 0.17＊注３)感染病棟
なし 369 44

注１) Fisherの直接法による 注２) 正確有意確率 (片側)
注３)＊統計的に有意な差 (危険率５％水準)

感染をおこしても
仕方ない状況もある χ０

2値注１) ｐ値注２)

は い いいえ
省略する場合
あり 152 121

15.51 0.00＊＊注３)省略する場合
なし 70 119

注１) Fisherの直接法による 注２) 正確有意確率 (片側)
注３)＊＊統計的に有意な差 (危険率１％水準)
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１. 感染管理の実践に対する看護者の捉え
感染管理の実践については､ ｢どんな状況で

も感染を起こしてはならない｣ と回答しながら
同時に､ 相反する問いである ｢感染を起こして
もしかたのない状況がある｣ に対しても肯定す
る看護者が全体の約３分の１を占めていること
は､ 感染管理の重要性についての十分な認知を
しながらも実践現場での厳密に実施することの
困難さを抱えていることを示唆している｡ ただ
し､ 若い年代の看護者は ｢感染をおこしてもし
かたのない状況がある｣ と回答する割合は低く､
また､ 感染病床のある病棟で勤務する看護者は
｢どのような状況でも感染を起こしてはならな
い｣ と答えていることから､ 近年､ 感染対策で
標準的予防策がより重視されるようになってか
らの教育を受けている若い看護者や､ 感染した
患者と日常的に関わる看護者は､ 感染管理の実
践に高い基準をもっといることが伺える｡ これ
は教育や経験によって意識が変化する可能性を
示しており､ 倫理的判断を基盤にした感染管理
の実践を促進できるような教育プログラムの必
要性が示唆される｡
看護者としての責任を感じ ｢起こしてはなら

ない｣ と考えながら､ 同時に ｢しかたのない状

況もある｣ と考えなければならないのは､ 看護
者が自身の実践を肯定できないために､ 看護の
アイデンティティにも関わる課題である｡ 従っ
て､ このジレンマを解消するべく､ 適切な感染
管理のシステムづくりが必要である｡
感染管理をするために必要な条件として､ 本

研究の対象者は､ 他職種との協働や他職種及び
看護職自身の意識改革を､ 非常に重要だと回答
しており､ 感染管理が個人での活動ではなく､
組織全体の取り組みであると捉えていることが
明らかになった｡ 2002年 ｢医療安全対策のため
の医療法施行規則一部改正｣ 以降､ 医療安全管
理体制を組織的に強化することが重要視される
ようになっている｡ 多くの看護者が考えている
ように､ 職種を越えての協働と､ 情報共有､ 現
状の分析と評価､ 問題解決の取り組みへの組織
としての支援体制ができるような医療安全管理
組織が求められている｡ 医療安全管理組織のチー
ムメンバーとして日々の実践に関わる看護職は､
マネジメントだけではなく､ 倫理的な配慮につ
いても同時に取り組みことができる意識改革が
求められるであろう｡
感染している対象者への関わり方についての

意識では､ プライバシーや尊厳を守ることに対
しては非常に意識していることが伺えた｡ ただ
し､ 情報提供については ｢院内感染が考えられ
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感染をおこしても
仕方ない状況もある χ０

2値注１) ｐ値注２)

は い いいえ

直接触れないから
は い 77 56

6.83 .002＊注３)
いいえ 150 187

時間が十分にないから
は い 90 72

5.20 .014＊
いいえ 137 171

マスクは呼吸が苦しいから
は い 16 7

4.37 .036＊
いいえ 215 232

マニュアルに含まれてないから
は い 17 8

4.10 .034＊
いいえ 210 235

必要か疑問に思うから
は い 41 28

4.00 .031＊
いいえ 186 215

手が荒れてしまうから
は い 20 11

3.49 .046＊
いいえ 207 232

注１) Fisherの直接法による 注２) 正確有意確率 (片側)
注３)統計的に有意な差 (危険率５％水準)
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る場合､ 支障のある情報は制限して感染者・家
族に伝えるよう意識する｣ と回答した看護者が
８割以上であり､ ｢院内感染が考えられる場合､
全ての情報を感染者・家族に伝えるよう意識す
る｣ と回答した看護者より多かった｡ 病院組織
のメンバーとしての立場から院内感染を捉えて
いることが示唆された｡ 院内感染発生後の対応
過程における倫理的課題として､ ①患者に事実
を伝えるべきか､ ②発症未確認の患者への対応
をどうするか､ ③補償をどうするかの３点が上
げられると川上は述べている７)｡ 事実を伝える
ことによる病院への信頼の損失､ 未確認の患者
へ伝えないことでの適切な治療や感染対策の遅
延､ 本来必要のない受診や治療による経済的負
担への配慮等の課題から､ 情報制限を考える看
護者は少なくない｡ しかしながら､ 患者の権利
擁護､ 看護実践上の責務・責任 (アカウンタビ
リティ)､ 協働の原則に従って､ 誠実に対応す
ることにより感染の拡大防止や早期治療につな
がることで患者・家族を不利益から守ることが
できるのであり､ 倫理的判断のできる看護者の
育成は急務である｡

２. 感染管理における看護者の実践
病棟で働く看護者の９割近くが ｢感染はどの

ような状況でもおこしてはならない｣ と回答し､
感染のための手技・防護に関しては､ 非常に高
い比率で実施していると回答する一方で､ 省略
する手技があると回答する看護者も６割近くみ
られた｡ 特に､ ｢感染してもしかたない状況が
ある｣ と回答した看護者は､ 有意に ｢省略する
手技がある｣ と回答していた｡
これは､ 手技・防護を省略する自身の実践が

｢感染してもしかたない状況｣ を生み出してい
ることを暗に認めていることに他ならないので
はないか｡ 看護者の倫理綱領 (日本看護協会
2004) において､ ｢看護者は､ 自己の責任と能
力を的確に認識し､ 実施した看護について個人
としての責任をもつ｣ ｢看護者は､ 常に､ 個人
の責任として継続学習による能力の維持・開発
に努める｣ ことが求められており８)､ 現状に流
されるのではなく､ 専門職として誠実に責任・
責務を果たすことが重要である｡
感染管理のための手技・防護を省略する場合

の理由についての結果からも､ 看護者は病棟の
実践の中で､ 感染管理のマニュアル通りに実施
することによって得られる ｢安全性｣ と､ 煩雑
な業務の中での ｢効率性｣ ｢経済性｣ を常に秤
にかけてバランスをとりながら感染管理のケア
を行っていることが伺える｡ しかしながら実際
には､ 院内で感染が起こってしまった際のコス
トは､ 組織としての ｢効率性｣ および ｢経済性｣
を大幅に損なうものであり､ 看護者の ｢より安
全で適切な看護実践｣ への意識啓発が必要であ
ると考えられる｡
患者配置 (隔離) においては､ 十分な説明や

守秘義務への意識が高く､ また､ 最善の方法の
活用や患者の尊厳を守ること､ ｢自立｣ ｢自己決
定｣ を尊重することについても高い意識がみら
れた｡ しかし､ 実施に際し患者の個人的な要望
をどの程度考慮するかについての質問では､ 周
囲の患者や面会者への守秘義務に関する要望に
は答えていたが､ 個人の嗜好や生活習慣に関す
る要望､ 家族への情報の守秘についてはやや考
慮しない傾向が見られている｡ また､ 患者配置
(隔離) を実施する際に意識する法律や倫理原
則については､ ｢結核予防法｣ や ｢感染症法｣
といったものを挙げる看護者は６割以上を占め
る一方､ 倫理原則等を意識すると回答した者は
少なかった｡ このことから､ 患者配置 (隔離)
の実施は患者の生理機能的データを基準として
考え､ ｢感染させない・広げない｣ ことを最善
のケアと考え､ 必ずしも患者の生活習慣や価値
観について重要視していない現状が示唆された｡
患者配置 (隔離) は､ 患者および家族にとって
行動制限だけでなく､ さまざまな制限や必要な
手技の実施を求めるケアであり､ 精神的・身体
的負担を与えやすいことを十分に踏まえた上で､
ケアリングが求められる｡ 従って､ 患者配置
(隔離) においても､ 倫理的判断を基盤にした
看護実践ができるような教育プログラムが必要
である｡

３. 感染管理の実践上の倫理的課題
本研究の調査結果から以下の点が倫理的課題

として上げられ､ 今後開発するガイドラインに
反映させることが求められた｡
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本研究で､ 看護者の９割近くが ｢感染はどの
ような状況でもおこしてはならない｣ と回答し､
感染管理の重要性は十分認知しているにもかか
わらず､ 省略する手技があると回答する看護者
も６割近くみられた｡ この結果は従来の研究結
果とも一致している４)～５)｡ 高度化・複雑化する
医療処置やケアに十分なマンパワーがないこと
も理由として考えられるが､ 若い世代の看護者
や感染病床のある病棟で働く看護者の意識が高
いという結果から考えると､ 各施設や現場の患
者特性､ ニーズに適した感染管理システムとそ
れを共有化する感染管理の基本的な整備をする
ことで実践の改善・意識改革ができるのではな
いか｡
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感染管理の適切な防護としての患者配置 (隔
離) において､ ｢感染させない・広げない｣ こ
とを最善のケアと考え､ 必ずしも患者の生活習
慣や価値観の尊重について重要視していない現
状が示唆された｡ 従来の教育プログラムや感染
管理マニュアルでは､ 適切な感染管理の一つの
方法論として患者配置 (隔離) が認識されてき
たためであると考えられる｡ 患者配置 (隔離)
によって､ 患者がどのような不利益を被るかを
理解し､ ケアリングについての意識啓発が求め
られる｡
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感染管理において患者だけでなく､ 患者に関
わる非専門職の様々な人々に対しても､ 適切な
防護策の徹底､ 感染に関する正しい知識と情報
を提供することは､ 適切な感染管理のために必
要である｡ しかしながら､ 感染症に対する偏見
をおそれて情報を他者に伝えて欲しくないと要
望する患者の意思を尊重することも重要である｡
看護者は ｢個人情報の保護に努めると同時に､
他者と共有する場合は適切な判断のものに行
う８)｣ ことが求められ､ 感染管理においては､
倫理的に適切な判断をするための条件を明確に

することが必要である｡
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患者の知る権利・自己決定の権利を尊重する
ことは重要であり､ 本研究の看護者の多くは､
｢自立｣ ｢自己決定｣ を尊重すると回答していた｡
しかしながら､ ｢院内感染が考えられる場合､
支障のある情報は制限して伝えることを意識す
る｣ 傾向も見られた｡ 看護者は ｢対象となる人
の看護が阻害されているときや危険にさらされ
ているときは､ 人々を保護し､ 安全を確保す
る８)｣ ために行動することが求められる｡ 患者
に害を為さないために､ 看護者が組織の中で､
自律し､ 活動できるような教育・意識啓発が必
要である｡
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病院においての感染管理は､ 基本的な医療安
全管理体制の一つであり､ 看護者のみならず､
全ての医療関係者による組織的な取り組みが最
も重要である｡ 本研究でも､ 看護者は適切な感
染管理の実践において ｢医師などの共働者との
協力・連携体制の確立｣ を非常に重要であると
捉えていた｡ 協働とは､ ｢自立した専門職とし
て対等な関係を構築する､ すなわち､ お互いの
専門性を理解し合い､ 各々の能力を最大限に発
揮しながらより質の高い看護及び医療の提供を
目指す｣ ことであり８)､ そのために看護者の専
門的実践である ｢質の高いケア｣ を行うための
基準を設定することが重要である｡
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本研究の調査をするにあたっての文献検索で
は､ 看護者の感染管理を倫理的視点から調査し
たものは見られず､ 研究者の話し合いにより概
念整理と質問項目作成を行ったため､ 質問内容
の偏りがあることが考えられる｡ また､ 対象者
の選定についても病院の選定および対象看護師
の選定についてランダムサンプリングではない
ため､ 回答結果に偏りがある可能性がある｡ し
かしながら､ 臨床の看護者が感染管理をどのよ
うに倫理的視点から捉え､ 実践を行っているか
の実態についていくつかの知見が得られた｡ 今
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後は､ 質問項目の洗練化とともに対象を病棟だ
けでなく在宅や地域の看護者の実態を明らかに
することも必要であろう｡ また､ 感染管理の認
定看護師や専門看護師は､ 臨床の一般の看護者
とは異なる意識や実践を行っていると考えられ
るが､ 今回の調査では属性を明確にして比較す
ることができておらず､ 今後の研究課題である
と考えられる｡
本研究の対象者は感染管理においては､ 患者

のプライバシーや尊厳を守ることの重要性につ
いては十分配慮できているが､ 自己決定・アド
ボカシーの側面ではやや十分でない側面も見ら
れている｡ 感染管理において､ 適切な看護の倫
理的判断を基盤にしたケアを実施できるような
学生への教育および､ 実践現場で活用できるガ
イドラインの開発が求められる｡
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・感染管理の看護実践において､ その重要性に
ついて十分な認知をしながらも実践現場での
厳密に実施することの困難さを抱えている｡
看護者は実践の中で､ ｢安全性｣ と ｢効率性｣
｢経済性｣ を常に秤にかけてバランスをとり
ながら感染管理のケアを行っていた｡

・感染管理における倫理的課題として､ ｢感染
管理の重要性の認知｣ と具体的な ｢適切な感
染管理の実践｣ のずれ､ ｢適切な感染管理の
実践｣ と ｢患者の自立・自己決定の尊重｣ の
両立､ ｢適切な感染管理に必要な情報の共有｣
と ｢個人情報の保護｣ の両立､ アドボカシー､
患者に関わる全ての専門職・非専門職の協働
が見いだされた｡

・若い年代､ 感染病床のある病棟勤務の看護者
は感染管理の実践に高い基準をもっていた｡
このことから教育や経験によって意識が変化
する可能性を示しており､ 倫理的判断を基盤
にした感染管理の実践を促進できるような教
育プログラムの必要性が示唆された｡
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